
ふじみ野市自治基本条例策定市民協議会 会議録  

会議名 第２２回  全体会議 

開催日時 平成 ２４年４月２２日（日）午前９時～午前１１時 

開催場所 ふじみ野市役所 本庁 第四庁舎 第一会議室 

議長 大河内副代表 記録 事務局 発行日 平成 24年 4月 24日 

出欠 

（敬称略） 

【出席者】 

（役員）山根代表、大河内副代表 

（企画広報部会）佐藤（信）、宗野、水野、白鳥 

（意見収集部会）村上、川合、佐藤（恵）、平塚 

（原案起草部会）岩城、谷野、小坂、小島、瀧澤、中山、細井 

《委任状提出者》内村、太田、多田、西村     以上 21名 

（ふじみ野市）坂田市民生活部長           

（事務局）協働推進課職員３名 

【欠席者】 

恩田、片岡、渋木、谷川、三浦、瀧澤           以上６名 

傍聴者 ０名 

配布資料 次第、資料１（代表あいさつ）、資料２（確認事項）、資料３（議案第 1号）、資料４（議

案第２号）、資料７（素案アンケート検討会議の活動状況報告について）、資料８（会則

改正案）、職員 PTとの協働会議について 他 

会議内容 ● 代表あいさつ 

スケジュールを見直し、「焦らず」を念頭に活動を展開していきたい。  

                        他 資料１のとおり 

● 連絡・確認事項 

1 自治基本条例素案（案）作成に係わる行政内部の検討期間について  

・職員 PT の折衝担当 

原案起草部会  

岩城部会長、江口副部会長、谷野副部会長、瀧澤委員、中山委員 

                               に決定。 

   ※市議会との折衝担当は別に決定する。 

２ その他 

・ アンケート検討会議から活動状況報告 

（素案が固まっていない状況ではあるが）現時点での状況の中でアンケー

ト案を作成し、必要に応じて修正していくこととする。 

                       他  資料７のとおり 

・ 原田准教授から頂いた素案（案）に対する御指摘事項は、原案起草部会に

よる審議の中で活用していく。 

・ 原案起草部会からの報告 

素案（案）に対する職員 PT からの意見書に基づき協議会の見解を作成（4

月 20 日（金）に送付済）。24 日（火）には、折衝担当５名が職員 PT と

の会議に臨む予定。               他 

・ 企画広報部会からの報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュールの見直しを受け、勉強会等を企画していきたい。 

● 議題 

１ 議案第 1 号 「スケジュールについて」 

 ◎代表よりスケジュール（案）の説明 

 ◎出された意見 

・ 原案の提出時期を延期することは代表の責任ではない。 

・ 市民との対話がまずは大前提であるが、二元代表制のもと、市長部局とのや

りとりだけでなく、市議会とも進捗状況などをお知らせする等の接点を作っ

ていく必要があると思う。 

・ 素案への意見収集と原案作成が同時並行となっているところ（平成２４年１

１月から平成２５年１月頃にかけて）が、特にきついのではないか。 

・ 意見収集における会議録の作成は協働推進課に依頼したい。 

←意見収集部会で検討する。 

（１０時から１０時２０分まで休憩） 

◎結論 

 原案のとおり承認。 

  （原案提出の目標は「平成２５年４月」と変更。詳細については、このスケジ

ュール案に拘束されることなく、臨機応変に対応していく。） 

  

２ 議案第２号「当面の重点課題と対応について」 

◎ 代表より説明 

原案提出を「平成２５年 4 月」に変更。 

  ◎結論 

   各部会で検討し、次回運営委員会へ提案する。 

３ その他 

・ 会則の改正について 

平成２４年４月１日付、ふじみ野市役所の組織改正に基づき「第１５条（事

務局）」を以下のとおり改正する。 

第１５条（事務局） 

協議会の運営を円滑に推進するため、協議会事務局をふじみ野市市民生活部

協働推進課に置きます。 

附則 

平成２４年４月１日※から発効とします。 

※資料訂正 誤「平成２４年４月２２日」⇒正「平成２４年４月１日」 

 ◎結論 

  原案のとおり承認（平成２４年４月１日に遡及して適用する。）  

  （その他、会則見直しの必要があれば、運営委員会を通して決定していく。） 

 

次回予定 未定 

開催場所 未定 


